
特定電気通信役務提供者の作為による損害賠償責任の場合の主張・立証（第２項）

＜発信者が特定電気通信役務提供者に対して情報の送信防止措置をと

られたことによる損害賠償を請求する場合のイメージ＞

（stg）債務不履行（情報を蓄積，送信すべき義務違反）に基づく損害賠償請求 

Ｘ（Ｒ）Ｙ（Ｅ）Ｘ（ＫＧ）

損害の発生・因果関係等

送信情報を蓄積せず 

  or 

送信情報を発信せず

X-Y 

ウェブホスティング契約

Ｅ１（無過失）

評価を障害する事実

不履行に過失のない

ことの評価を根拠づ

ける事実

Ｅ２（権利侵害表現）

当該情報の流通が法

令に違反する（or 他人

の権利が侵害される）

と信じた 

相当の理由の評価を

根拠づける事実 
評価を障害する事実

Ｅ３（照会）

一定期間内に申出を

したこと

照会手続を行ったこ

と

stg ：訴訟物 
ＫＧ ：請求原因

Ｅ ：抗弁

Ｒ ：再抗弁
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